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序     文 
 
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、エチオピア連邦民主共和国からの要請に基づき、平成

21年6月より5年間の計画で技術協力プロジェクト「灌漑設計・施工能力向上プロジェクト」を開

始しました。 
今般、プロジェクトのこれまでの実績及び実施プロセスを評価５項目の視点に基づいて総合的

に評価し、課題への対応に関する提言と今後への教訓の抽出を行うことを目的として、平成25年
11月17日から12月6日の20日間にわたって終了時評価調査団が派遣されました。調査団はエチオピ

ア政府関係者とともに評価調査結果及び提言・教訓を合同評価報告書に取りまとめました。 
本報告書は、その結果を取りまとめたものであり、他のプロジェクトを含め、プロジェクトの

運営に広く活用されることを望むものです。ここに、終了時評価調査にあたってご協力を頂いた

内外関係者の方々に、改めて深い謝意を表するとともに引き続き一層のご支援をお願いする次第

です。 
 
平成26年1月 

 
独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 熊代 輝義 
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終了時評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：エチオピア連邦民主共和国 案件名：灌漑設計・施工能力向上プロジェクト 

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部 協力金額（評価時点）：約5.51億円 

協力期間 RD：2009年6月～2014
年5月 
（5年間） 
 

先方協力機関：オロミア州灌漑開発公社 ［旧オロミア州

水資源局（OWRB）から2010年10月に旧オロミア州水・

鉱物・エネルギー局（OWMEB）へ、2013年7月にOWMEB
からOIDAへ組織再編に伴い変更］ 

日本側協力機関：農林水産省 

他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）では、農業に従事する人口が85％、

農業生産のGDPに占める割合が40％以上にのぼる。2010年から2015年までの国家開発5カ年計

画（Growth and Transformation Plan：GTP）のなかでも、農業を核として経済成長を図ることが

目標として掲げられている。しかしながら、農業生産の大部分が伝統的な技術に依存している

のが実情で、単位面積当たりの生産性が低く、安定的な食料生産・供給が行われていない状況

にある。 
オロミア州は、エチオピア国内最大の州（35万9,629km2）であり、州人口2,730万人（2007年

7月推計）の約80％が農村地域で生活しているが、同州の農業は、低地における不安定な降雨、

高地における雨期の土壌流出、人口の密集、市場の未整備等の要因により生産性の向上が妨げ

られ、農業生産性の伸びは低く抑えられている。また同州では潜在的に約170万haの灌漑農業

適地が存在するとされているが、2005年までに灌漑された面積はそのうちの約12％（20万6,337ha）
にとどまっている。同州は近年灌漑開発のための予算を拡大し、州を東西に分け、緊急対策地

域とされる東オロミアにおいては季節河川を利用した灌漑（洪水灌漑）を中心とした開発を進

める方針を立てているが、新規灌漑開発のために必要とされるオロミア州や郡の水資源担当職

員の灌漑施設建設に係る技術能力は低く、同能力向上が喫緊の課題となっている。 
このような状況のなかで、JICAは、「メキ地域灌漑・農村開発計画調査」開始の2000年以降、

「灌漑農業改善計画（IFI）」（2005～2009年）を含め、オロミア州での技術協力を実施している。

IFIでは、農民の所得向上や水利組合の組織強化など、農民レベルの成果を実現したが、同時に、

オロミア州の灌漑事業の発展には、灌漑行政を主管するオロミア州水資源局（Oromia Water 
Resources Bureau：OWRB）の強化が緊急に必要であることが判明し、エチオピア政府により、

OWRBの灌漑開発のための能力強化プロジェクトへの支援要請が、JICAへ出された。 
この要請に基づき、オロミア州における灌漑事業の改善と拡大を目的とする「灌漑設計・施

工管理能力向上プロジェクト」“Project for Capacity Building in Irrigation Improvement：CBID”

が2009年より開始された。調査時点で、「水資源管理」「計画・設計・施工管理」「施設・水管

理」の3分野で技術者の能力強化のための活動が実施されており、これまで、チーフアドバイ

ザー/灌漑技術、水資源計画、施設設計/施工管理、研修/業務調整等の長期専門家と、事業管理・

計画、頭首工設計、施工管理、営農計画、流出解析、リモートセンシング、地理情報システム

（Geographic Information System：GIS）概論、GIS作成、GIS活用によるDB作成、GISマニュア

ル作成、水利組織強化等の短期専門家が派遣されている。 
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１－２ 協力内容 
本プロジェクトでは、灌漑事業の実施に必要となる、適切な水資源管理、適切な建設事業の

実施、適切な水管理に関する技術について、エチオピアのカウンターパート（C/P）に対し指

導を行うものである。 
（1）上位目標 

効果的かつ効率的に機能する灌漑スキームの数が対象地域で増加する。 
 

（2）プロジェクト目標 
効果的かつ効率的な灌漑開発・運営のためのオロミア州水・鉱物・エネルギー局（Oromia 

Water, Mineral and Energy Bureau：OWMEB）の能力が強化される。 
 
（3）成果 

成果1：OWMEB灌漑技術者の持続的な管理のためのデータベース構築及び灌漑水資源開発

マスタープラン策定能力が向上する。 
成果2：OWMEB灌漑技術者の灌漑事業の計画、設計、施工監理の能力が向上する。 
成果3：OWMEB灌漑技術者の灌漑施設と水管理の能力が向上する。 

 
（4）投入（2013年10月現在） 

総投入額 約5.51億円 
＜日本側＞ 

長期専門家： 7名         供与機材：4.3 百万Birr 
短期専門家：16名         携行機材：0.8 百万Birr 
研修員受入            その他機材*：1.7百万Birr 
現地研修（エチオピア）**：1,214名 
日本・エジプト研修：14名     ローカルコスト負担：22.9百万Birr 

総額：551,000千円 
*、**： 経費はローカルコストに含む

＜エチオピア側＞ 
C/P配置：延べ31名 
専門家執務室、駐車場 
ローカルコスト負担：光熱費、電話料、研修2コース分の会場費等 

２．評価調査団の概要 

調査者 

担当分野 氏 名 所 属 

総括 天目石 慎二郎 JICA農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 課長 

灌漑 北川 和彦 
農林水産省 東北農政局 西奥羽土地改良調査管

理事務所計画課 課長 

評価計画 松本 賢一 
JICA農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 主任調査

役 

評価分析 宮川 眞木 合同会社ミヤカワ 代表社員 

調査期間 2013年11月17日～12月6日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果達成の実績 
成果1：成果1は協力期間終了までに達成見込みである。 
中間レビューにおいて、「水資源計画」の長期専門家を追加派遣し、活動の進捗を促す

ことが提言され、2011年より同専門家が派遣された。また、同レビューでの提言を踏まえ、

計画されたガイドラインとマニュアルのドラフトはすべて作成され、2014年2月に最終化

される見込みである。これらのガイドラインとマニュアルを活用し、ランガノ湖流域とカ

レタ川流域の2件のマスタープランは作成中で完成に近い状態であり、前記レビューにて

同じく提言のあったもう1件のマスタープランについては、調査時点ではマスタープラン

の策定に必要なデータ収集と流域選定作業が行われている。なお、このもう１件のマスタ

ープランはプロジェクト期間中の完成は困難と見込まれているが、マスタープラン策定に

必要なC/Pの能力は向上していると判断され、協力期間終了後にC/Pが独自に策定すること

が見込まれる。 
その他、4件の研修テキストが作成され、11の研修コースで377名が研修を受けた。研修

プログラムは調査時点でまとまっていないものの、これらの実績に基づき近々に完成する

見込みである。インタビューとアンケート結果によると、参加者は研修の質に満足を示し

ている。本局と対象4ゾーン事務所に所属する関連専門領域の技術者の10％以上が、研修

講師を務めている。 
 

成果2：成果2は協力期間終了までに達成見込みである。 
中間レビューでの提言に従い、異なる事業計画（灌漑方式の違い、改修事業等）や異な

る条件下における事業に対応するためのものとして計画されたガイドラインとマニュア

ルのドラフトはすべて作成され、2014年2月に最終化される見込みである。これらのガイ

ドラインとマニュアルはプロジェクトの4モデルゾーンにおけるOJT（On-the-Job Training）
で活用され、他の新規灌漑プロジェクトでも活用例が出始めている。なお、中間レビュー

ではC/P機関が実施するすべての新規事業に適用することが提言されたが、最終化された

ガイドライン/マニュアルが州内すべての関係者へ配布されるのは2014年2月以降であり、

調査時点ではすべての新規事業に適用されるには至っていない。 
その他、26件の研修テキストが作成され、15の研修コースで653名が研修を受けた。研

修プログラムは調査時点でまとまっていないものの、これらの実績に基づき近々に完成す

る見込みである。インタビューとアンケート結果によると、参加者は研修の質に満足を示

している。本局と対象4ゾーン事務所に所属する関連専門領域の技術者の10％以上が、研

修講師を務めている。 
 

成果3：成果3は協力期間終了までに達成見込みである。 
中間レビューの提言を受け、ガイドライン/マニュアルは施設維持管理や水管理に加え水

利組合運営に関するものが計画されており、調査時点では計画された4件のガイドライン

とマニュアルのうち3件のドラフトが作成されている。2014年2月までに4件すべてが最終

化される見込みである。これらのガイドラインとマニュアルはプロジェクトのOJTで活用

され、他の新規灌漑プロジェクトでも活用例が出始めている。ただし、同レビューで提言

のあったC/P機関が実施するすべての灌漑事業へ適用するには至っていない。 
その他、44件の研修テキストが作成され、12の研修コースで639名が研修を受けた。研

修プログラムは調査時点でまとまっていないものの、これらの実績に基づき近々に完成す

る見込みである。インタビューとアンケート結果によると、参加者は研修の質に満足を示

している。本局と対象4ゾーン事務所に所属する関連専門領域の技術者の10％以上が、研
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修講師を務めている。 
 

（2）プロジェクト目標の達成の見込み 

協力期間終了までにプロジェクト目標は達成見込みである。 
プロジェクトで計画された14件のガイドラインとマニュアルのうち、12件のドラフトが

オロミア州灌漑開発公社（Oromia Irrigation Development Authority：OIDA）内で標準文書

として認識され、OIDAの全ゾーン事務所に配布されている。14件すべてのガイドライン

とマニュアルが、プロジェクト期間中に最終化され、各ゾーンに配布される見込みである。

アンケート結果によると、OIDA本局と対象4ゾーンにおいて、ガイドラインとマニュアル

は通常業務のなかで既に活用され始めていることが判明した。32の研修コースが実施さ

れ、75冊の研修テキストが作成された。これらの研修実績を基にして今後成果1、2、3そ
れぞれに研修プログラムが作成され、それらが「研修方法（Training Methods）」として取

りまとめられ組織内に認知されることとなる。 
上記についてはいずれも協力期間中に達成可能と判断される。 

 
３－２ 調査結果の要約 

（1）妥当性 
プロジェクト目標は、エチオピア政府の国家開発政策と日本政府の対エチオピア支援方

針と整合性が高く、オロミア政府の灌漑実施機関の能力強化をめざすアプローチも適切で

あり、妥当性は高い。 
エチオピアでは、農業開発主導の工業化（Agriculture Development Led Industrialization：

ADLI）戦略が実施されており、“Plan for Accelerated and Sustained Development to End 
Poverty（2005/06-2009/10）”とそれに続く“Growth and Transformation Plan（2010/11-2014/15）”
に反映されている。灌漑開発はこれら国家計画において重要事項ととらえられており、こ

の傾向は当分続くと考えられる。さらに、水資源省が策定した“Water Sector Development 
Program（2001-2016）”のなかの灌漑開発計画では、「灌漑プロジェクトの計画、実施、運

営における能力向上」が5大目標の1つに挙げられている。また、農業/農村開発への支援は、

日本政府の対エチオピアODA政策の重点領域となっている。他方、灌漑開発に重要な役割

をもつオロミア州政府の灌漑技術者の技術レベルは低く、彼らの技術向上により灌漑事業

の発展をめざす方法は、アプローチとして適切であった。 
 

（2）有効性 
前述のようにプロジェクト目標の達成見込みが高く、アウトプットとの因果関係も明確

であり、有効性は高い。 
①ガイドライン・マニュアルのOIDA内での普及、②それに従った灌漑開発の実施、③

研修方法と経験のOIDA内での認知と活用の、プロジェクト目標の3つの指標は、いずれも

プロジェクト終了までに達成される見込みが高い。さらに、プロジェクトの活動を通して

「水資源管理」「調査、設計、施工管理」「灌漑スキーム管理」の3分野でのOIDA技術者の

能力強化という成果は産出されてきており、これら技術者の能力強化と、実施機関の組織

としての能力強化をめざすプロジェクト目標の達成との因果関係は強い。一方、外部条件

である「行政組織の重大な変更は生じない」は満たされず、C/P機関を含む行政組織の変

更は起きたが、プロジェクト目標の達成にかかわるほどの重大な影響には至らなかった。

 
（3）効率性 

効率性は、以下の理由で中程度と判断される。 
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プラス要因 
・3つの成果は、すべてプロジェクト終了までに達成する見込みが高い。 
・7名の長期専門家と延べ16名の短期専門家の派遣により、質の高い技術移転がなされた。

・技術機器の他、車両、パソコン等の機器が、有効に活用され、成果の産出に貢献した。

マイナス要因 
・水資源管理専門家の派遣が計画されない等のさまざまな要因で、前半の活動に遅れが

みられた（中間レビューにより同専門家の派遣が提言・実施され遅れは改善された）。

・研修効果についての定期的モニタリングが行われなかった。 
 

（4）インパクト 
上位目標の達成見込みが高く、その他の正のインパクトもみられ、インパクトは高い。 
プロジェクトの経験が活用された灌漑現場の数のオロミア州内での増加という上位目標

の達成の見込みは高い。他に、上位目標達成以外のインパクト産出の可能性が大きい。農

業省や他州の農業関連局が、プロジェクト作成のガイドライン・マニュアルに関心を示す

ようになり、将来の普及の可能性が出てきた。また、オロミア州の対象4ゾーンでは、プロ

ジェクト活動を通したOIDAの支援により、水利組合の活動に進展がみられた。 
 

（5）持続性 
持続性は、以下の理由により中程度と判断される。 

1）プラス要因 
政策面：農業生産拡大につながる灌漑開発重視の政策は継続される可能性が高い。 
組織面：2013年、OWMEBの灌漑部門・州農業局の灌漑部門・州水施設建設公社の合併

により設立されたOIDAにより、資源集中、事業効率向上が期待できる。 
2）不安要因 

財政面：OIDAの州政府関連の予算は州の灌漑開発ニーズを満たすには不十分である。

ガイドライン・マニュアルを普及させるには、技術者に対する研修予算を確

保し、研修を強化する必要がある。 
技術面：成果１の水資源管理は、エチオピアにとって経験の浅い分野であり、他の成

果の分野と比べ、プロジェクトで修得した技術レベルが同等としても、その

維持、発展には水資源管理の必要性の認識の維持と努力を要する。 
社会・：エチオピアはアフリカで最大規模の家畜頭数を誇る国であり、農村部におい

文化面 ては、農業用水に加え、家畜用の水の確保も重要である。灌漑事業実施に際

しては、植生に基づいた水資源配分のみならず、畜産部門での用水量も考慮

に入れる必要がある。また、灌漑事業を行うことにより、受益者には事業運

営費用の負担が求められることになる。事業実施前には河川から自由に利水

している場合もあり、事業に伴う農村住民への負担増の影響について慎重に

分析することが求められる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
「ガイドライン/マニュアル作成」「研修」「OJT」の3つの組み合わせが、シナジー効果

を発現し、灌漑技術者の能力強化に機能した。原則的に日本人専門家が用意したガイドラ

インとマニュアルの原案は、オロミア州の現状に適応するように、OJTを通じてC/Pのコメ

ントを基に修正され、この作業を通じてC/Pのガイドラインへの理解がより明確になった。

研修は灌漑開発のための必要な知識と技術を提供し、OJTはそれらの知識技術をより実践

的なものへ強化し、ガイドラインとマニュアルの現場での活用を促進した。結果として、
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3つの組み合わせは、オロミア州の灌漑技術者へ、効果的で実践的な研修環境を提供し、

ガイドラインとマニュアルの現場での活用についての自信を与えた。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
PDM上に記述されていないが、水管理に重要な役割を占める水管理組合への能力強化活

動は、重要であり、プロジェクトは、同組合を研修に招いたり、OJTを通じて彼らにさま

ざまな支援を行った。OIDAのゾーンやワレダ事務所と水管理組合との良好な関係の下で、

OIDAの技術者は、同組合への支援のための能力を高めていった。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
当初、水資源計画の長期専門家の配置が計画されておらず、この分野の活動の遅れが目

立つようになった。その後、中間レビューで同分野の専門家の派遣の必要性が確認され、

派遣が実現した後、活動が促進されるようになった。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
プロジェクト期間中、エチオピア側実施機関に、2回の組織変更が行われた。1回目は

OWRBからOWMEBで、2回目はOWMEBからOIDAへの変更である。関連政府機関の変更

はPDM上にも外部条件として設定されているが、その影響は、プロジェクト計画の全体の

変更を必要とするようなものではなかった。しかしながら、活動の進捗へある程度影響し

た。 
 

３－５ 結論 

プロジェクト目標は、プロジェクト終了までに、達成が見込まれる。本プロジェクトは、活

動が遅れプロジェクト目標の達成もおぼつかない困難な時期も経験したが、エチオピア側C/P
と日本人専門家の努力と協力でそれらを乗り越えてきた。 

評価5項目については、妥当性、有効性とインパクトが高く、効率性と持続性が中程度であ

った。妥当性に関しては、両国政府の政策と整合性が高くアプローチも適切である。プロジェ

クト目標の達成の可能性が高く有効性は高い。同様に上位目標の達成も見込まれインパクトも

高い。プロジェクトが開発したガイドラインとマニュアルの普及はオロミア州の灌漑サービス

の拡大と農業生産の増大に貢献することが期待されるが、更には、建設土木工事や行政サービ

スの質の向上により、公共事業全体及び農民と行政との関係の改善を推進する可能性をもつも

のである。 
CBIDガイドライン/マニュアルの最終化及び配布、各成果1、2、3で作成される研修プログラ

ムに基づく「研修方法（Training Method）」の取りまとめ等、今後対応すべき事項も残されてい

るが、計画されたほとんどの活動は、プロジェクト終了までに実施可能である。したがって、

プロジェクト目標の達成が見込まれることから、予定どおり2014年5月をもって協力を終了す

ることが適当と判断される。 
一方、増大が見込まれる灌漑事業へのニーズに対し、そのための政府予算は限られている。

また、灌漑技術者の研修はプロジェクトの成果を持続させるために重要であるが、そのための

予算確保は重視されてこなかった。OIDAは職員の研修を含め、灌漑事業拡大のための予算を、

政府または他の財源から確保することが求められる。 
もう1つの新流域のマスタープランはプロジェクト期間中の完成が望めないが、この分野の

技術の維持と向上のためにも、プロジェクト終了後、エチオピア側によって完成されることが

強く望まれる。 
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３－６ 提言 

（1）プロジェクト終了（2014年5月）までに取り組むべき活動 
1）CBIDガイドライン/マニュアルの作成 

計画された14件すべてのCBIDガイドライン/マニュアルを2014年2月までに最終化し、

2014年4月までに州とゾーンレベルのOIDAの灌漑技術者へ配布すること。 
2）灌漑開発に係るマスタープランの作成 

現在作成中のランガノ湖流域とカレタ川流域の2つの灌漑開発に係るマスタープラン

を完成させ、更に、もう1流域のマスタープラン作成については、プロジェクト終了

後に関連の活動が開始できるように、サイト選定とデータ収集を完了させること。 
3）シャヤ灌漑プロジェクト工事の完成 

灌漑技術者の能力強化の一環として実施しているシャヤ灌漑プロジェクトの工事を、

計画どおり2014年2月までに完成させること。 
4）研修方法（Training Methods）の開発 

今後作成される「研修方法」は、ガイドライン/マニュアルの活用促進を念頭に体系的

なものを取りまとめること。併せて、協力終了後エチオピア側で活用可能となるよう

財政面、技術面の双方から実効性の高いものとすること。 
5）研修とワークショップ 

計画中のすべての研修とワークショップを予定どおり実施すること。 
 

（2）協力終了後に向けた取り組み 
1）予算面の確保 

①政府予算確保 
各ゾーンには予算がなく事業化に至っていない灌漑事業計画が多数ある。灌漑開発

は政府の優先分野であること、また、本プロジェクトの成果を礎に技術能力の強化に

係る活動を継続的に実施する必要があることから、OIDAは灌漑開発向け予算につき

必要額を確保するよう努めること。 
②他ドナーの事業との連携 

現在複数のドナー（IFAD、WB、KOICAなど）が灌漑分野に対する支援を展開して

いる。エチオピア側は、協力終了後の技術能力向上に関する活動の継続及び発展をめ

ざし、他ドナーとの連携の可能性を積極的に探ることが求められる。その際、本プロ

ジェクトで策定したガイドライン/マニュアルの活用を図ることにより、各灌漑事業の

質の向上とともに灌漑技術者（Experts）の一層の技術能力の向上に努めること。 
2）技術能力の継続的な向上 

①技術研修の実施 
今後策定される研修方法に基づき、OIDA、ゾーン、ワレダの灌漑技術者を対象に

技術能力強化に係る活動を継続的に実施していくことが望まれる。 
②CBIDガイドライン/マニュアルの利用の推進 

CBIDガイドライン/マニュアルは、オロミア州の民間のコントラクターやコンサル

タントを含め幅広く灌漑技術者に配布されることが望まれる。 
③CBIDガイドライン/マニュアルの利用状況のモニタリングと改訂 

引き続きガイドライン/マニュアルの利用状況につきモニタリングを行い、ガイドラ

イン/マニュアルの改訂すべきポイントの蓄積を行うとともに、必要に応じ改訂を行う

ことが望まれる。 
④第3の流域のマスタープランの策定（残る1流域） 

残る1流域につき、協力終了までに対象地区の選定、データ収集を行うこととなる

が、その後エチオピア側により協力終了半年以内にマスタープランを策定することが
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望まれる。 
 

（3）エチオピア側による灌漑開発/技術能力向上に対する積極性の継続 
本調査を通じてOIDA、ゾーン、ワレダともに灌漑事業、灌漑技術者の能力向上に対す

る強い意欲が認められた。一層の技術能力の向上・拡大をめざし、今後も引き続きOIDA
を中心に、1）灌漑技術者の経験の蓄積の観点から必要予算を確保のうえ数多くの灌漑事

業を行うとともに、2）灌漑技術者に対し①技術研修/ワークショップ、②事業地訪問（Site 
Visits）、③OJT等を積極的に行っていくことが望まれる。そのためにはOIDAにおいて技術

能力強化を公式にマンデートと位置づけるなど組織的に永続性の高い体制を確立するこ

とが望まれる。 
 

３－７ 教訓 

（1）「ガイドライン/マニュアル作成」「研修」「OJT」導入の有効性 
灌漑セクター政府職員の技術者に対する能力強化において、「ガイドライン/マニュアル

作成」「研修」「OJT」の3つを組み合わせて導入したことが有効に機能した。 
CBIDガイドライン/マニュアルの原案は、原則として日本人専門家が提案したが、OJT

でのそれらの利用を通して、C/Pの意見や考えを採用し、協議しながら、オロミア州の実

態により即したものに改善・調整してきた。この経験は、C/PのCBIDガイドライン/マニュ

アルへの理解とオーナーシップを促進した。研修は、灌漑開発における必要な知識と技術

を提供し、CBIDガイドライン/マニュアルの普及の場ともなった。OJTは、研修で取得した

知識と技術をより実践的なものにし、参加者によるCBIDガイドライン/マニュアルの業務

上での実際の活用を促進した。これら3つの組み合わせは、オロミア州の灌漑技術者に効

果的で実践的な研修環境を提供し、彼らのガイドライン/マニュアルの活用に対する自信を

強めた。 
（2）長期専門家追加派遣の迅速な決定 

当初の計画では、水資源計画分野の長期専門家の派遣は想定されておらず、その結果当

該分野の活動の進展が制限され、プロジェクト前半の進捗に遅れが目立っていた。プロジ

ェクト開始1年3カ月後の中間レビューで、水資源計画分野の専門家の派遣の必要性が確認

され、その1年後に派遣が実現したことにより、活動の遅れが是正され、プロジェクト目

標の達成が見込まれることにつながった。専門家追加に関する迅速な判断と実行が、プロ

ジェクトの有効性と効率性を高めたといえる。 
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第１章 調査の概要 
 
１－１ 背景・目的 

（1）協力の背景 
エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）では、農業に従事する人口が85％、

農業生産のGDPに占める割合が40％以上にのぼる。2010年から2015年までの国家開発5カ年計

画（Growth and Transformation Plan：GTP）のなかでも、農業を核として経済成長を図ること

が目標として掲げられている。しかしながら、農業生産の大部分が伝統的な技術に依存して

いるのが実情で、単位面積当たりの生産性が低く、安定的な食料生産・供給が行われていな

い状況にある。 
オロミア州は、エチオピア国内最大の州（35万9,629km2）であり、州人口2,730万人（2007

年7月推計）の約80％が農村地域で生活しているが、同州の農業は、低地における不安定な降

雨、高地における雨期の土壌流出、人口の密集、市場の未整備等の要因により生産性の向上

が妨げられ、農業生産性の伸びは低く抑えられている。 
生産性を高めるための有力な方法として灌漑の導入が挙げられ、同州内には潜在的に約170

万haの灌漑農業適地が存在するとされているものの、2005年までに灌漑された面積はそのう

ちの約12％（20万6,337ha）にとどまっている。同州は近年灌漑開発のための予算を拡大し、

州を東西に分け、緊急対策地域とされる東オロミアにおいては季節河川を利用した灌漑（洪

水灌漑）を中心とした開発を進める方針を立てているが、新規灌漑開発のために必要とされ

るオロミア州や郡の水資源担当職員の灌漑施設建設に係る技術能力は低く、同能力向上が喫

緊の課題となっている。 
このような状況のなかで、オロミア州における効率的な表流水施設建設のための体制の構

築を目的とした本プロジェクトが2009年6月より5年間の予定で開始された。 
灌漑事業の実施にあたっては、適切な水資源管理、適切な建設事業の実施、適切な水管理

に関する技術が必要であり、本プロジェクトでは以下のとおり、すべてを網羅する活動を実

施している。 
1）水資源管理 

河川流量、取水量等のデータベースを作成し、適切に運用し、流域全体の水資源を考慮

したマスタープランを作成すること。 
2）建設事業の適切な実施 

灌漑施設の設計・施工にあたり、現地状況に応じた適切な技術を用いること。 
3）水管理 

建設された灌漑施設を適切に維持管理するとともに、その効果が最大限に発揮されるよ

う水利用を行うこと。 
 
（2）調査の目的 

本調査は現在までの実績、プロジェクト目標と成果の達成度をPDMに基づき確認し、更に

評価5項目の観点からプロジェクトの評価を行うとともに、プロジェクト終了前後の活動に関

する提言と類似案件のための教訓を得ることを目的とする。 
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１－２ 団員の構成と調査日程 

（1）団員構成 
 

1）日本側評価団員 

担当分野 氏  名 所  属 

総括 天目石 慎二郎 JICA農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 課長 

灌漑 北川 和彦 
農林水産省 東北農政局 西奥羽土地改良調査管理

事務所計画課 課長 

評価計画 松本 賢一 JICA農村開発部 乾燥畑作地帯第一課 

評価分析 宮川 眞木 合同会社ミヤカワ 代表社員 

 
2）エチオピア側評価団員 

担当分野 氏  名 所  属 

Team Leader Mr. Lemma Adane Study and Design team expert, OIDA 

Member Mr. Abdeta Nate’a Irrigation agronomist expert, OIDA 

Member Ms. Ayinalem Gisila 
Planning, monitoring and Evaluation expert, 
OIDA 

 
（2）調査日程 

2013年11月17日～12月6日（日程詳細は、付属資料1. 評価調査日程 参照のこと。） 
 
１－３ 評価方法 

（1）質問票に対する回答、現地調査（プロジェクトサイト視察、関係者へのインタビュー等）

を行い、評価グリッドに基づき、各分野の評価･分析とともにプロジェクトの総合的な評価を

行い、エチオピア・日本国側（調査団）双方から選出された合同評価委員による合同評価を

行い、結果を合同評価報告書にまとめ、両国合同評価委員の代表による署名・合意を行う。 
 
（2）評価項目は妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性の5項目とする。 
 
（3）合同評価委員により評価報告書を作成し、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：

JCC）で発表・合意する。 
 

なお、評価の内容は次のとおり。 
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1）プロジェクトの実績（プロジェクト目標、成果の達成度、投入実績等）や実施プロセス

を含むプロジェクト情報を整理し、実施状況の把握･分析を行う。 
 

項 目 視 点 

実績の検証 

・投入は計画どおり実施されたか 
・成果は計画どおり達成されたか 
・プロジェクト目標は達成されるか 
・上位目標達成の見込みはあるか 

実施プロセ

スの検証 

・活動は計画どおりに実施されたか 
・技術移転の方法に問題はなかったか 
・プロジェクトのマネジメント体制（モニタリング、プロジェクト内コミ

ュニケーションなど） 
・実施機関やC/Pのプロジェクトに対する認識は高いか 
・実施過程で生じている問題や、効果発現に影響を与えた要因は何か 

 
2）評価調査に必要な評価設問の検討し、評価5項目ごとに具体的な評価設問を設定し、評価

デザインとして「評価グリッド」を作成する。 

項 目 視 点 

妥当性 

プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、評価

を実施する時点において妥当か、問題や課題の解決策として適切か、相手国

と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥

当か等を問う。 

有効性 
プロジェクトの実施により、本当に社会等への便益がもたらされているのか

（あるいは、もたらされるのか）を問う。 

効率性 
プロジェクトのコストと効果の関係に着目し、投入要素等が有効に活用され

ているか（あるいは、されるか）を問う。 

インパクト 
プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波及効果

をみる。予期していなかった正・負の効果・影響を含む。 

持続性 
協力が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるい

は、持続の見込みがあるか）を問う。 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 
２－１ 投入実績 

（1）日本側の投入 
1）専門家派遣 

これまでに、延べ7名の長期専門家（チーフアドバイザー/灌漑技術、設計/施工管理、水

資源計画、業務調整/研修）と、16名の短期専門家（施工管理、GIS、事業計画、頭首工設計、

営農計画、流出解析、リモートセンシング、水利組織等）が派遣された。長期専門家の派

遣実績を表２－１に示す。短期専門家の詳細については、付属資料3．合同評価報告書の

Annex 3を参照のこと。 
 

表２－１ 長期専門家派遣実績 

分 野 氏 名 派遣期間 

チーフアドバイザー/灌漑技術 
池内 透 2009年 6月 2日～2011年6月1日 

宇野 弘 2011年 5月22日～2014年6月1日 

設計/施工管理 
二神 健次郎 2009年 6月 2日～2012年6月1日 

高野 直人 2012年 5月25日～2014年6月1日 

水資源計画 鈴木 伸彦 2011年10月10日～2014年6月1日 

業務調整/研修 
伊藤 良輔 2009年 6月 2日～2011年6月1日 

菊池 匡 2011年 5月25日～2014年6月1日 
出所：プロジェクト作成資料 

 
2）研修 
① 国内研修 

C/Pを含め、オロミア州灌漑開発公社（Oromia Irrigation Development Authority：OIDA）の

灌漑技術者を主な対象として延べ1,214名に対し、地理情報システム（Geographic Information 
System：GIS）、水資源データ収集、頭首工設計、施工管理、灌漑栽培、水利組合等を含む

分野で、32回の研修コースを実施した。詳細は、付属資料3．合同評価報告書のAnnex 5のと

おり。国内研修の費用は、ローカルコストに含まれる。 
 

② C/P研修 
14名を、日本またはエジプトでの、灌漑管理、施設維持管理、水利組合等の分野の研修

に派遣した。詳細は、付属資料3．合同評価報告書のAnnex 4のとおり。 
 

3）機材 
これまでで、約680万Birr（約3,570万円）相当の機材が投入された（このうち約170万Birr

はローカルコストに含まれる）。機材には、4WD車、バイク、GPS機、水量計、パソコン（ラ

ップトップ、ディスクトップ）等が含まれる。 
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表２－２ 機材の費用 

（単位：Birr） 

年 度 2009 2010 2011 2012 2013 計 

供与機材 280,021.64 2,423,941.12 1,447,500.33 0.00 99,902.00 4,251,365.09

携行機材 264,488.52 243,732.29 302,457.60 0.00 0.00 810,678.41

ローカルコ

ストによる

機材 

898,752.89 590,285.62 0.00 257,177.98 0.00 1,746,216.49

計 1,443,263.05 3,257,959.03 1,749,957.93 257,177.98 99,902.00 6,808,259.99
出所：プロジェクト作成資料 

 
プロジェクトが提出した管理記録及び現地視察により、機材はおおむね有効に活用され

ていることが確認された。機材リストについては、付属資料3．合同評価報告書のAnnex 6
を参照のこと。 

 
4）ローカルコスト負担 

日本側のローカルコスト負担は、2013年10月末時点で、2,295万Birr（1億2,060万円）であ

った。このなかには、国内研修、一部機材が含まれる。現地活動費と、建設費に分けた年

度ごとの負担額を表２－３に示す。 
 

表２－３ 日本側ローカルコスト負担 

（単位：Birr） 

年 度 2009 2010 2011 2012 2013 計 

現地活動費 1,841,972.65 3,669,670.57 6,740,168.19 4,421,968.16 1,444,562.04 18,118,341.61

建設費 331,599.72 1,196,889.46 3,301,806.15 0 0.00 4,830,295.33

計 2,173,572.37 4,866,560.03 10,041,974.34 4,421,968.16 1,444,562.04 22,948,636.94
出所：プロジェクト作成資料 

 
（2）エチオピア側の投入 

1）カウンターパート（C/P） 
これまでに、延べ31名のC/Pが配置された。プロジェクトディレクター（PD）は4回交代

したが、プロジェクトマネジャー（PM）の交代は1回のみで、初代PMが、2013年7月まで4
年間務めた。PMの下に2名の副PM（DPM）が配置され、プロジェクト開始から現在まで交

代がない。他の22名のC/Pは、本部及び対象4ゾーンから選出され、アウトプットごとのグ

ループに配属されている。C/Pリストは、付属資料3．合同評価報告書のAnnex 8を参照のこ

と。 
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表２－４ カウンターパートの配置 

役 職 人 数 

Project Director 5* 

Project Manager 2* 

Deputy Project Manager （2）**

Output Team Leader （6）**

Output Team Member 24 

Total 31 
*:PDは4回、PMは1回交代 
**:DPMとOutput Leader はOutput Memberを兼ねる 
出所：CBIDプロジェクト提供データを調査団が編集 

 
2）ローカルコスト負担 

エチオピア側は、C/Pとドライバーの給料、電話料金、水道・光熱費等を負担した。また、

2011年と2012年の「調査、計画、灌漑管理研修」開催において、会場費と参加者への手当

てを負担した。 
 

3）施設 
エチオピア側は、日本人専門家の執務室とプロジェクト車両の駐車場を提供した。 

 
２－２ 成果の達成状況 

（1）成果1：オロミア州水・鉱物・エネルギー局（Oromia Water, Mineral and Energy Bureau：OWMEB）
灌漑技術者の持続的な管理のためのデータベース構築及び灌漑水資源開発マスター

プラン策定能力が向上する 
成果1は達成が見込まれる。 
中間レビューにおいて、「水資源計画」の長期専門家を追加派遣し、活動の進捗を促すことが

提言されたが、2011年より同専門家が派遣されている。C/Pは、プロジェクトを通じ、データベ

ース構築に必要なデータ（水資源データ、土地被覆データ、社会経済データ等）を野外調査や

既存情報から収集する方法を習得した。また、GIS技術や河川等の流出解析技術を用いた灌漑水

資源マスタープラン策定手法についても習得した。 
これらの技能の習得は主に、日本人専門家の指導による特定の技術領域における集中的な研

修とガイドライン/マニュアル案を用いたOJTにより、効率的に行われた。ガイドライン/マニュ

アルは、中間レビューでの提言を踏まえ、計画されたすべてが作成されたが、その原案は、主

として日本人専門家により作成され、OJTやその他の議論を通して日本人専門家とC/Pとの共同

作業により、オロミア州の実態に適応させるための調整と改訂が行われてきた。このガイドラ

イン/マニュアルの改訂作業も、C/Pの能力強化に貢献した。 
また、中間レビューにおいて、C/Pの能力強化を更に確実なものとするため、新たな流域にお

けるマスタープランを策定することが提言された。同提言に従い、新規マスタープランの策定

にも取り組んだ。右策定に際しては、先行して策定した2流域におけるマスタープラン策定の経

験を基にして、プロジェクトで作成したガイドライン/マニュアルに基づいて、必要なデータ収

集と流域選定作業を行っており、C/Pの能力が着実に向上されたことを確認することができる。 
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各指標の達成状況を以下に示す。 
 

1）指標1-1：データベースとマスタープラン策定のガイドライン及びマニュアルがオロミア

州の実際の経験に基づいて作成される 
指標1-1は達成する見込みである。 
計画された4件のガイドラインまたはマニュアルのドラフトはすべて作成され、2014年2

月に最終化され、更に2014年4月に予定されているセミナーにおいて、オロミア州のすべて

のゾーンに配布される予定である。各ドラフトは、2013年3月までにすべてのゾーンに標準

文書（standard）として配布され、活用と修正コメントが求められている。そして、OJTの
経験や他の議論を通して、オロミア州の実態に適合するように修正されてきた。成果1での

灌漑設計・施行管理能力向上プロジェクト（Project for Capacity Building in Irrigation 
Improvement：CBID）ガイドライン/マニュアルのリスト作成状況を、表２－５に示す。 

 
表２-５ CBIDガイドライン/マニュアルリストと作成状況（成果1） 

  タイトル 作成・配布状況 

成

果

1 

1 
Guideline for Making Master Plan of Water 
Resource Planning 

2nd Draft Distributed 

2 Manual of Runoff Analysis 1st Draft Distributed 

3 Manual of GIS for Arc GIS 1st Draft Distributed 

4 Manual of Remote Sensing 1st Draft Distributed 
出所：プロジェクト作成資料 

 
2）指標1-2：ガイドラインとマニュアルに基づいて、少なくとも1つの流域について新たなマ

スタープランが作成される 
指標1-2についてはプロジェクト終了までには達成が見込めない。 
指標に示す「1つの流域における新たなマスタープランの作成を、協力期間内に完了させ

る」ことは困難と判断される。ところで本指標は、プロジェクト開始当初計画されていた2
流域（ランガノ湖流域及びカレタ川流域）におけるマスタープラン策定に加え、更に「も

う1つの流域」においてマスタープランを策定することで、C/Pの力量の更なる向上を図ろ

うというものである。2012年5月に実施した運営指導調査において、前記2流域におけるマ

スタープラン策定のみでも成果達成が可能との見解が示されているが、もう1つの流域にお

いても専門家の指導を行うことがより望ましいという結論が出されている。また、同調査

では、先行2流域での取り組みに支障が出ないよう、追加流域における専門家の指導範囲を

十分検討することが必要とされ、追加する流域の選定過程それ自体が能力強化上の意義を

有するともされている。冒頭記載のとおり、本指標に示す「新たなマスタープラン」の完

成は困難であるとはいえ、調査時点で、プロジェクトは、追加流域マスタープラン策定の

ためのデータ収集と流域選定作業が行っているところであり、先行2流域におけるマスター

プラン策定と併せ、先方灌漑技術者のマスタープラン策定能力自体の向上は図られたと判

断できる。 
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3）指標1-3：データベースとマスタープラン策定研修のテキストとプログラムが作成される 
指標1-3については達成する見込みである。 
4件の研修テキストが作成され、11の研修コースで377名が研修を受けた。研修プログラ

ムは調査時点ではまとまっていないものの、これらの研修実績とOIDAのニーズに基づき、

テーマ、対象者、形態（講義、協議、実習等）、時間、教材などを再度検討して編集し、近々

に完成する見込みである。 
 

4）指標1-4：少なくとも50％の研修参加者がデータベースとマスタープラン策定の研修内容

を的確に理解する 
指標1-4については達成が見込まれる。 
調査時点では、実施された11の研修コース参加者の理解度テストは、2010年11月に実施さ

れたGISについての研修1度のみであったが、その結果は、29名の参加者中、18名が合格基

準であった90％以上の成績を示しており、合格率は62％となっている（テスト結果は、付

属資料3．合同評価報告書のAnnex 9 参照のこと）。他の研修コースについては理解度テス

トが実施されていないものの、インタビューとアンケートの結果には、多くの参加者から、

研修により技能が向上したとの回答が示され、GISやGPS など、具体的に技能向上の分野

が述べられている。なかには、研修で学んだGISを、現在、他からの支援なしで利用できる

ようになったと、自身の能力向上の程度を示す回答もあった。加えて、C/Pは研修で学んだ

ことを生かしつつ2流域におけるマスタープラン策定をオンザジョブ・トレーニング（On-the 
Job-Training：OJT）により行っている。こうしたことから、協力期間終了までに指標1-4は
達成が見込まれる。 

 
5）指標1-5：プロジェクトで研修を受けたOWMEBの灌漑技術者の少なくとも10％以上がデ

ータベースとマスタープラン策定の研修を指導できる能力をもつ 
指標1-5は、達成している。 
成果1の灌漑技術の技術者は、灌漑エンジニアまたは水文技術者であり、プロジェクトの

説明によると、その数は本部とゾーン事務所において、2012年の時点で26名であった。現

在、困難なく、データベースとマスタープラン策定の講義をできる者が4名おり、これは灌

漑エンジニア及び水分技術者全員26名の15％に当たり、指標目標値に到達している。 
 
（2）成果2：OWMEB灌漑技術者の灌漑事業の計画、設計、施工管理の能力が向上する 

成果2は達成が見込まれる。 
C/Pは、プロジェクトを通じ、灌漑事業の実施に必要な計画立案方法（利用可能水量と作

物の要求水量の計算、作物栽培の収益性等）、施設設計方法（頭首工、水路等）、工事管理

方法（入札方法、現場監督方法等）について習得した。これらは、中間レビューでの提言

に従い、異なる事業計画（灌漑方式の違い、改修事業等）や異なる条件下における事業に

対応するための内容となっており、技能の習得は、成果1と同じように、日本人専門家の指

導による特定の技術領域についての集中的な研修と、ガイドライン/マニュアル案を用いた

対象4ゾーンの灌漑工事サイトでのOJTにより効率的に行われた。 
成果1と同様に、ガイドライン/マニュアル案の原案は、主として日本人専門家により作成
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され、OJTやその他の議論を通して日本人専門家とC/Pとの共同作業により、オロミア州の

実態に適応させるための調整と改訂が行われてきた。この改訂作業もC/Pの能力強化に貢献

した。 
なお、中間レビューでは、これらガイドライン/マニュアルをC/P機関が実施するすべての

新規事業に適用することが提言された。ただし、同レビューにおいて対象4モデルゾーンオ

フィスの能力強化のためとして、これら4ゾーンにおいてOJTサイトを選定することが同時

に提言されている。終了時評価調査時点では、対象4ゾーンにおいてはガイドライン/マニュ

アルの適用割合が増加傾向にあり、2014年2月に最終化がなされたガイドライン/マニュアル

が州内すべての関係者へ配布されることから、更に多くの新規事業においてガイドライン/
マニュアルの適用がなされ、各技術者の能力向上が具現化されるものと考えられる。 

各指標の達成状況を以下に示す。 
 

1）指標2-1：灌漑開発事業の計画、設計、施工管理のガイドライン及びマニュアルが、オロ

ミア州の実際の経験に基づいて作成される 
指標2-1は達成する見込みである。 
計画された6件のガイドラインまたはマニュアルのドラフトはすべて作成され、成果1の

ものと同様に2014年2月に最終化され、更に2014年4月に予定されているセミナーにおいて、

オロミア州のすべてのゾーンに配布される予定である。各ドラフトは、2013年3月までにす

べてのゾーンに標準文書（standard）として配布され、活用と修正コメントが求められてい

る。そして、OJTの経験や他の議論を通して、オロミア州の実態に適合するように改訂され

てきた。成果2でのCBIDガイドライン/マニュアルのリスト作成状況を、表２－６に示す。 
 

表２－６ CBIDガイドライン/マニュアルリストと作成状況（成果2） 

  タイトル 作成・配布状況 

成

果

2 

5 Guidance for Irrigation Project Implementation 2nd Draft Distributed 

6 Technical Guideline for Study 1st Draft Distributed 

7 Technical Guideline for Headworks 2nd Draft Distributed 

8 Technical Guideline for Small Scale Reservoirs 2nd Draft Distributed 

9 
Technical Guideline for Irrigation Canal and 
Related Structures 

1st Draft Distributed 

10 Construction Control Manual 2nd Draft Distributed 
出所：プロジェクト作成資料 

 
2）指標2-2：灌漑開発事業の計画、設計、施工管理のガイドライン及びマニュアルが、OWMEB

の新規灌漑開発事業のすべてに適用される 
指標2-2についてはプロジェクト終了までには達成が見込めない。 
本プロジェクトは、州の中の特定の地域（4ゾーン）においてOJTを行いつつガイドライ

ン/マニュアルの作成を行ってきた。その過程で、各ガイドライン/マニュアルのドラフトが

州内のすべてのゾーンに配布されコメントの取付などが行われてきており、それらの最終
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化は2014年2月に予定されている。 
対象4ゾーンでの灌漑開発事業の計画と設計、施工管理における、CBIDガイドライン/マ

ニュアルの活用数は増加している（表２－７、表２－８）。本調査の視察においても、アル

シゾーンのシャヤ灌漑事業サイトでの頭首工と水路の工事においてマニュアルが使用され

ているのを確認できた。しかしながら、前記のとおりガイドライン/マニュアルの最終化は

2014年2月であり、その後2014年5月に本プロジェクトの協力期間が終了することをかんが

みると、協力終了までに4ゾーンにおけるガイドライン/マニュアルの適用割合自体は増加す

ることが見込まれるものの、すべての事業への適用に至る見込みは高くないと判断される。

更にOJTサイトが含まれない他のゾーンについては、同ガイドライン/マニュアルの全事業

への適用までには更なる時間を要するものと考えられる。 
したがって、協力期間終了までに、ガイドライン/マニュアルの適用率の向上は見込まれ

るものの、すべての新規事業への適用には至らないと判断される。 
 

表２－７ 西ハラルゲ、東シェワ、アルシ、西アルシゾーンでの灌漑事業のうち、 

計画と設計段階において、CBIDガイドライン/マニュアルを活用した事業数 

年 2010 2011 2012 

ガイドライン/マニュア

ルを活用した事業数 
 0  1  6 

計画・設計段階の灌漑事

業数 
12 11 30 

出所：プロジェクト作成資料 

 
表２－８ 西ハラルゲ、東シェワ、アルシ、西アルシゾーンでの灌漑事業のうち、 

施工管理段階において、CBIDガイドライン/マニュアルを活用した事業数 

年 2010 2011 2012 

ガイドライン/マニュア

ルを活用した事業数 
2 3  7 

施工管理段階の灌漑事業

数 
6 7 15 

出所：プロジェクト作成資料 

 
3）指標2-3：灌漑開発事業の計画、設計、施工管理研修のテキストとプログラムが作成され

る 
指標2については達成する見込みである。 
26件の研修テキストが作成され、15の研修コースで653名が研修を受けた。研修プログラ

ムは調査時点ではまとまっていないものの、これらの研修実績とOIDAのニーズに基づき、

テーマ、対象者、形態（講義、協議、実習等）、時間、教材などを再度検討して編集し、近々

に完成する見込みである。 
 

4）指標2-4：少なくとも50％の研修参加者が計画、設計、施工管理の研修内容を的確に理解

する 
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指標2-4については達成が見込まれる。 
調査時点では、実施された15の研修コース参加者の理解度テストは、3度実施されたのみ

であったが、その結果は、「理解した」と確認できたものの割合がそれぞれ76％、59％、53％
であった（テスト結果は、付属資料3．合同評価報告書のAnnex 9 参照のこと）。他の研修

コースについては理解度テストが実施されていないものの、インタビューとアンケートの

結果からは、研修参加により、各種報告書や設計書類の作成、CADやイーグルポイント等

の特定のソフトウェアの使用方法、コンクリートの扱い方など、特定の技術が習得できた

ことや、広く灌漑技術全般の能力が向上したなどの意見が多く示された。アルシゾーンで

のインタビューでは、頭首工の設計文書の作成にかかっていた2～3カ月の期間が、1カ月ほ

ど短縮されたと、研修の効果を讃えるコメントを受けた。これらから、協力期間終了まで

に指標2-4は達成が見込まれる。 
 

5）指標2-5：プロジェクトで研修を受けたOWMEBの灌漑技術者の少なくとも10％以上が計

画、設計、施工管理の研修を指導できる能力をもつ 
指標2-5は、達成している。 
成果2の灌漑技術の技術者は、成果1と同様に灌漑専門家または水文専門家であり、プロ

ジェクトの説明によると、その数は本部とゾーン事務所において、2012年の時点で26名で

あった。現在、困難なく、計画、設計、施工管理の講義をできる者が4名おり、これは灌漑

エンジニア及び水文技術者全員26名の15％に当たり、指標目標値に到達している。 
 
（3）成果3：OWMEB灌漑技術者の灌漑施設と水管理の能力が向上する 

成果3は達成が見込まれる。 
C/Pは、プロジェクトを通じ、灌漑施設の運用に必要となる作付け計画・栽培計画や水利

組織の運営支援の方法等について習得した。これらの技能の習得は、成果1、2と同じよう

に、日本人専門家の指導による特定の技術領域についての集中的な研修と、ガイドライン/
マニュアル案を用いた、対象4ゾーンの灌漑事業サイトでのOJTにより効率的に行われた。

成果3の活動の特徴は、灌漑水を利用する農民が作る水利組合への支援が含まれることであ

る。C/Pはゾーン（県）の下部組織であるワレダ（郡）の職員とともに、研修で学んだ農民

への支援方法をOJTで応用し、農民とのやり取りを通して担当業務に必要な能力を強化した。

成果1、2と同様に、ガイドライン/マニュアル案の原案は、主として日本人専門家により作

成され、OJTやその他の議論を通して日本人専門家とC/Pとの共同作業により、オロミア州

の実態に適応させるための調整と改訂が行われてきた。なお、中間レビューの提言を受け、

ガイドライン/マニュアルは施設維持管理や水管理に加え水利組合運営に関するものが作成

されているが、それらの完成は2014年2月の見込みであり、調査時点では、C/P機関が実施

する灌漑事業への適用例は多くない。 
各指標の達成状況を以下に示す。 

 
1）指標3-1：灌漑施設と水管理のガイドライン及びマニュアルが、オロミア州の実際の経験

に基づいて作成される 
指標3-1は達成する見込みである。 
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計画された4件のガイドラインまたはマニュアルのうち、3件のドラフトが作成され、1件
が作成中である。成果1、2のものと同様に、4件すべてが2014年2月に最終化され、更に2014
年4月に予定されているセミナーにおいて、オロミア州のすべてのゾーンに配布される予定

である。このうち2件のドラフトは、2013年3月までにすべてのゾーンに標準文書（standard）
として配布され、活用と修正コメントが求められている。そして、OJTの経験や他の議論を

通して、オロミア州の実態に適合するように改訂されてきた。成果3でのCBIDガイドライン

/マニュアルのリスト作成状況を、表２－９に示す。 
 

表２－９ CBIDガイドライン/マニュアルリストと作成状況 （成果3） 

  タイトル 作成・配布状況 

成

果

3 

11 
Guidance of Making Operation & Maintenance 

Manual 
2nd Draft Distributed 

12 
Guidelines for Water Users’Association 

Organization 
2nd Draft Distributed 

13 
Strengthening Irrigation Water Users’ 

Association （IWUA） Guideline 
1st Draft Prepared 

14 Guideline for Water Distribution In Preparation 
出所：プロジェクト作成資料 

 
2）指標3-2：灌漑施設と水管理のガイドライン及びマニュアルが、OWMEBの新規灌漑開発

事業のすべてに適用される 
指標3-2についてはプロジェクト終了までには達成が見込めない。 
OWMEBの灌漑事業を引き継いだOIDAの灌漑施設と水管理のCBIDガイドライン/マニュ

アルの活用数は把握されていないが、プロジェクト関係者は、それらがまだ最終化されて

いないこともあり、現時点では活用されていない例が多く、新規事業すべてへの活用は困

難と述べている。OIDAは、対象4ゾーンにおいて、灌漑施設と水管理に関するCBIDガイド

ライン/マニュアルの活用例を2011年に2件確認している。プロジェクトが本部とゾーンの灌

漑技術者に実施したアンケートによると、34名の回答者中、33名が同ガイドラインをOutput1、
2、3のいずれかに関連する業務に活用しており、そのうち、55％が業務の全工程に活用し

ていることが示されている。本調査の視察においても、本部やゾーン事務所の机上や書棚

にガイドライン・マニュアルが置かれ、活用の事実がうかがわれた。西ハラルゲゾーンの

ハルナ灌漑事業サイトでは、OIDAの職員や水利組合の農民が、CBIDガイドライン/マニュ

アルの一部をオロミア語で解説した研修テキストを活用しているとの説明を受けた。 
 

3）指標3-3：灌漑施設と水管理の研修のテキストとプログラムが作成される 
指標3-3については達成する見込みである。 
44件の研修テキストが作成され、12の研修コースで639名が研修を受けた。研修プログラ

ムは調査時点ではまとまっていないものの、これらの研修実績とOIDAのニーズに基づき、

テーマ、対象者、形態（講義、協議、実習等）、時間、教材などを再度検討して編集し、近々

に完成する見込みである。 
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4）指標3-4：少なくとも50％の研修参加者が灌漑施設と水管理の研修内容を的確に理解する 

指標3-4の達成見込みについては、データ不足のため、目標値との比較による判断はでき

ない。 
実施された12の研修コースのなかで、参加者の理解度を評価するためのテストは、2度実

施されたのみであった。参考情報としてのこれらのテストの結果は、41％と67％であった

（テスト結果は、付属資料3．合同評価報告書のAnnex 9 参照のこと）。インタビューとア

ンケートの結果には、多くの参加者が、プロジェクトの研修内容が実践的であり、日々の

業務に活用でき、参加者の能力強化をもたらすものだと答え、具体的には、水利組合との

協議、計画運営、水利組合員の拡大方法等での効果を述べている。これらから、研修が、

C/P及びOIDAの灌漑技術者の能力強化に重要な役割を果たしたことが理解できる。 
 

5）指標3-5：プロジェクトで研修を受けたOWMEBの灌漑技術者の少なくとも10％以上が灌

漑施設と水管理の研修を指導できる能力をもつ 
指標3-5は、達成している。 
成果3の灌漑技術の技術者は、社会経済専門家、社会学専門家及び農業専門家であり、プ

ロジェクトの説明によると、その数は本部とゾーン事務所において、2012年の時点で17名
であった。現在、困難なく、計画、設計、施工管理の講義をできる者が4名おり、これは社

会経済専門家、社会学専門家、農業専門家全員17名の24％に当たり、指標目標値に到達し

ている。 
 
２－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：効果的かつ効率的な灌漑開発・運営のためのOWMEBの能力が強化される 
 
プロジェクト目標は達成される見込みである。 
プロジェクトで計画された14件のCBIDガイドライン/マニュアルのうち、12件のドラフトが、標

準文書（standard）としてOIDA本部からオロミア州内の全ゾーン事務所に配布されている。これら

は、OIDA職員に対する研修やOJTで紹介・利用され、一部、実際の灌漑事業でも利用され始めて

いる。今後各ゾーン事務所からのコメントを反映し最終化した後、14件の完成版が配布される予

定であり、新規事業に適用されるようになる。また、OIDA職員の継続的な能力向上のため、多く

の研修コースが開催され、それらの教材も作成されてきている。これらの研修実績を基にして今

後成果（1、2、3）ごとに研修プログラムが作成され、これらを包含して「研修方法（Training Methods）」
として取りまとめられ組織内に認知されることになる。 

各指標の達成状況を以下に示す。 
 
指標1：作成されたガイドラインとマニュアルがOWMEB内で承認され配布される 

指標1は、2014年4月予定の最終版の配布をもって達成する見込みである。 
計画された14件のCBIDガイドライン/マニュアルのうち12件のドラフトが、標準文書として2013

年4月にOIDAの全18ゾーン事務所に配布されている。これらのドラフトは、州レベルのワークシ

ョップや議論を通じて修正・改訂されてきたものであるが、今後、2014年2月開催予定の改訂ワー
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クショップの後最終化され、同年4月に配布される予定である。CBIDガイドライン/マニュアルの

内容の一部は、プロジェクトの研修テキストに編集され、研修を通しても普及されている。OIDA
本部と対象4ゾーンの53名の職員に対するアンケートでは、回答者34名全員がCBIDガイドライン/
マニュアルを認識しており、そのうち31名がそれらを読んだと回答している。 
 
指標2：灌漑開発活動がOWMEBの作成したガイドラインに基づいて実施される 

指標2は、達成される見込みである。 
2013年11月に実施した、OIDA本部と対象4ゾーンの職員に対するアンケートにより、以下の状

況が明らかになった。 
・2012年に、CBIDガイドライン/マニュアルが活用された事例が、計画・設計段階で6件（表２－

７）、施工管理段階で7件あった（表２－８）。 
・2011年に、同ガイドライン/マニュアルが施設維持、運営管理に適用された事例が2件あった。 
・既に配布された12件のCBIDガイドライン・マニュアルは、異なる用途に応じてOIDAの職員に活

用されており、アンケートの回答者のうち55％は業務のすべての工程で活用している。 
また、研修を通じて各技術者の能力が向上し、ガイドラインを実際の現場で適用するための素地

は形成されてきていること、計画・設計・施工管理部分のガイドラインの適用割合は増大傾向に

あること、更に、2014年2月予定のガイドライン/マニュアルの最終化以降に、その活用が一段と広

まることが見込まれる。これらのことから、協力終了時において指標2は達成される見込みである。 
 
指標3：開発された研修方法と経験がOWMEB内で認識され活用される 

指標3は達成される見込みである。 
指標で示される「研修方法と経験」とは、成果ごとに作成される「研修プログラム」を合体さ

せて作成される文書であることがプロジェクトと合同評価チームの間で確認された。これまでに

32回1の研修コースが実施され、75件2の研修テキストが作成された。OIDAは各研修を実施する度

に、その目的、内容、方法、参加者、日程等を示した「研修プロポーザル」を作成してきており、

成果ごとの研修プログラムの作成については下地ができている。プロジェクト関係者は、近々に

研修プログラムを作成することを確認している。 
 
  

                                                        
1 複数の成果分野にわたる研修コースがあり、成果ごとの研修回数の合計〔11（成果1）+15（成果2）+12（成果3）=38〕より少ない。 
2 どの成果分野にも属さないテキストが1件あり、成果ごとのテキスト数の合計〔4（成果1）+26（成果2）+44（成果3）=74〕より少ない。 
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２－４ プロジェクトの実施プロセス 

（1）カウンターパート（C/P）機関 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出所：プロジェクト作成資料 

図２－１ OIDA組織図 

 
プロジェクトの実施機関は州政府の機構改革により、オロミア州水資源局（Oromia Water 

Resources Bureau：OWRB）からオロミア州水・鉱物・エネルギー局（OWMEB）更にオロミア

州灌漑開発公社（OIDA）と変更されたが、州の灌漑事業担当部局という実態は継続し、プロジ

ェクトマネジャー以下のC/Pにも大きな変更はなかった。現在のOIDAは、2013年7月に、旧

OWMEBの灌漑排水部と旧州農業局の灌漑普及部及び州水施設建設公社（Oromia Water Works 
Construction Enterprise）の合併により設立した。 

OIDAの局長がプロジェクトディレクターを、灌漑給水担当の副局長がプロジェクトマネジャ

ーを務めている。OIDAの本部と対象4ゾーンから、C/Pが選ばれている。OIDAの本部には38名、

18のゾーン事務所には174名、その配下のワレダ（郡）事務所には935名の技術職員が在籍して

いる。2013年7月の組織変更での農業局灌漑普及部との合併により、OWMEBにはなかったワレ

ダレベルの事務所がOIDAに組み込まれ、灌漑関連の技術者の数が急増した。 
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（2）プロジェクトの実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：CBIDプロジェクトからの情報を評価団が編集 

図２－２ プロジェクト実施体制図 

 
1）JCCと運営委員会 

プロジェクトの最高意思決定機関として、プロジェクトディレクター（PD）を議長とす

るJCCが設置され、終了時評価までに4回開催され、PDMやプログレスレポートについての

議論、中間評価結果についての議論、活動計画についての説明・承認等が行われた。さら

に、JCCの下に、プロジェクトマネジャー（PM）を議長とする運営委員会が設置され、こ

れまでに6回開催された。運営委員会にはゾーンからの代表も参加し、通常の業務の進捗や

各サイトの課題を議論する場として機能した。 
2）専門家とPM、DPMとのミーティング 

チーフアドバイザーを中心とする日本人専門家と2名のDeputy PM（DPM）は、2週間に1
度程度のミーティングで、情報共有と意思の疎通を行い、必要に応じてPMの判断を仰いで
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きた。日本人専門家とPMとのミーティングは通常2カ月に1度くらいの頻度で行われた。 
3）C/Pの配置と活動 

DPM以下のOIDA本部と対象4ゾーン事務所の技術者から、約20名のC/Pが選ばれ、PDMの

各成果に応じてチームが作られ、チームごとにガイドライン・マニュアル作成、研修、OJT
が実施された。プロジェクトが開催する研修には全ゾーンのOIDAの関係技術者が参加し、

OJTには状況に応じ対象4ゾーンのワレダ（郡）の技術者も参加した。ガイドライン/マニュ

アルは、研修やワークショップで全ゾーンに紹介され意見交換も行われた。 
4）モニタリング 

OIDAのゾーン事務所は、通常業務として月に2度、本部へモニタリングレポートを提出

するが、プロジェクトに関連し別途、灌漑サイトでの工程や水利組合の活動計画の状況に

応じて、異なる頻度でレポートを提出した。アルシゾーンの技術者は、本調査前後には、

毎週レポート提出を行っていた。本部のアウトプットチームは、状況に応じゾーン事務所

への支援とOJTも兼ねて、日本人専門家とともに、サイトを訪問した。 
他方、研修の効果に対するモニタリングとガイドライン/マニュアルの活用に関するモニ

タリングは十分に行われなかった。 
 
（3）技術移転の方法 

日本人専門家からエチオピア側に対する技術移転は、OIDA本部とプロジェクトの灌漑サイ

トのある対象4ゾーンの技術者から選ばれたC/Pを中心的な対象として、研修、OJT、ガイドラ

イン/マニュアル案の活用・改訂を通じて行われた。C/Pからは、研修自体が集中的で実践的だ

と好評を得ているが、それに続くOJTにより、研修で習得した技術が現場でより有効に使える

レベルまで高められた。インタビューに答えたC/Pは、短期専門家の滞在期間中は、研修やOJT
以外の時間にもできるだけ彼らとのディスカッションの時間を確保しようと努めたが、日本人

専門家は彼の願いを好意的に受け入れたという。研修とガイドライン/マニュアルのワークシ

ョップには、対象4ゾーンを含め州内の全ゾーンからの技術者が参加した。インタビューとア

ンケートの結果では、ほとんどの回答者が、日本人専門家の技術と指導力に満足を示している。

ガイドライン/マニュアルのドラフトは、OJTの経験、ワークショップや日常の議論で確認され

た情報等を基に改訂されてきているが、C/Pと専門家が共同で行う修正作業そのものも、技術

移転の場となった。ガイドライン/マニュアル案が最終化された後は、プロジェクト終了以後

も、その普及により、技術移転が進行すると期待できる。 
 
（4）効果発現に関する貢献・阻害要因 

1）貢献要因 
① 「ガイドライン/マニュアル作成」「研修」「OJT」の3つの組み合わせが、シナジー効果

を発現し、灌漑技術者の能力強化に機能した。原則的に日本人専門家が用意したガイ

ドラインとマニュアルの原案は、オロミア州の現状に適応するように、OJTを通じてC/P
のコメントを基に修正され、この作業を通じてC/Pのガイドラインへの理解がより明確

になった。研修は灌漑開発のための必要な知識と技術を提供し、OJTはそれらの知識技

術をより実践的なものへ強化し、ガイドラインとマニュアルの現場での活用を促進し

た。結果として、3つの組み合わせは、オロミア州の灌漑技術者へ、効果的で実践的な
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研修環境を提供し、ガイドラインとマニュアルの現場での活用についての自信を与え

た。 
② 灌漑開発で要求される広範な技術分野に対応するため、延べ16名の短期専門家が派遣

された。多くのC/Pが、長期専門家とともにこれらの短期専門家の技術レベルと指導の

質を高く評価し、同時に、OIDAが組織と職員個人の両方のレベルで、彼らから積極的

に学ぼうと努力したことが、技術移転を促進させた。 
③ PDM上に記述されていないが、水管理に大きな役割を占める水管理組合への能力強化

活動は灌漑事業に重要であり、プロジェクトは、同組合を研修に招き、OJTを通じて彼

らにさまざまな支援を行った。その結果としてできあがった、OIDAのゾーンやワレダ

事務所と水管理組合との良好な関係の下で、OIDAの技術者は、同組合への支援のため

の能力を高めていった。 
 

2）阻害要因 
① 当初資源計画の長期専門家の配置が計画されておらず、この分野の活動の遅れが目立

つようになった。その後、中間レビューで同分野の専門家の派遣の必要性が確認され、

派遣が実現した後、活動が促進されるようになった。 
② プロジェクト期間中、エチオピア側実施機関に、2回の組織変更が行われた。1回目は

OWRBからOWMEBで、2回目はOWMEBからOIDAへの変更である。関連政府機関の変

更はPDM上にも外部条件として設定されているが、その影響は、プロジェクト計画の

全体の変更を必要とするようなものではなかった。しかしながら、活動の進捗へある

程度影響した。 
③ CBIDガイドライン/マニュアルのドラフトは、対象4ゾーン以外のゾーンにも配布され、

改善のためのコメントが求められた。しかしながら、非対象ゾーンからの回答はほと

んど提出されず、これがガイドライン改訂作業の遅れの原因の一部となった。また、

非対称ゾーンでのガイドラインの普及状況についての情報不足の一因となった。 
④ C/Pは、OIDAで本来業務をもちながら、兼任の形で配置されたことにより、プロジェ

クト活動の責任者が、本来業務の必要上活動に参加できないということが時々生じた。

OIDAは中間レビュー以降、数名のC/Pをプロジェクト専任としたが、多くのC/Pが非専

任ということが、プロジェクト活動の効率に影響した面がある。 
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第３章 評価結果 
 
３－１ 5項目評価 

（1）妥当性 
プロジェクト目標はエチオピア政府の国家開発政策と日本政府の対エチオピア支援方針と

整合性が高く、オロミア政府の灌漑実施機関の能力強化をめざすアプローチも適切であり、

妥当性は高い。 
 

1）相手国とわが国の政策との整合性 
エチオピアでは、農業開発主導の工業化（Agriculture Development Led Industrialization：

ADLI）戦略が実施されており、｢貧困撲滅のための持続的かつ加速的開発計画（Plan for 
Accelerated and Sustained Development to End Poverty：PASDEP）2005/06-2009/10｣とそれに続

く｢成長と変革計画（Growth and Transformation Plan：GTP）2010/11-2014/15｣ に反映されて

いる。灌漑開発はこれら国家計画において重要事項ととらえられており、GTPは、「農業は

経済成長の主要な要素であり、灌漑面積の拡大は重要項目として維持される」と記してい

る。更に、水資源省の策定した「水セクター開発プログラム（Water Sector Development 
Program：WSDP）2001-2016」における灌漑開発計画では、「灌漑プロジェクトの計画、実

施、運営における能力向上」が5大目標の1つに挙げられている。 
日本政府は、対エチオピア国別援助方針において、「食料安全保障及び工業化に対する支

援」の大目標の下、農業・農村開発を重点分野として設定し、水資源開発を含むより包括

的な協力を進めていくこととしている。 
2）アプローチとしての適切性 

C/P機関は、オロミア政府の機構改革により、プロジェクト期間中2度変更されたが、灌

漑事業に関する行政機関の責任部門であることの実態について変更はなかった。C/P機関の

組織及び職員個人の灌漑開発に関する運営・技術のレベルは、拡大、高度化する需要に比

べ十分なものではなく、ガイドラインやマニュアルを参照して業務を行うという習慣をも

たず、技術向上を期待するのが困難な状況であった。このような状況の下、「水資源計画」

「計画、設計、施工管理」「灌漑施設・水管理」の分野で、ガイドライン/マニュアルの作成、

研修、OJT等を通して職員の技術レベルを向上することにより、OIDAの組織としての能力

向上をめざす方法は、アプローチとして適切であった。 
3）わが国の経験の活用 

灌漑事業分野では、日本の国内での高い技術と豊富な経験を基に、海外での技術協力プ

ロジェクトや海外の技術者を日本に招いての技術研修が、長期間にわたり数多く行われて

おり、海外の関係者や研修参加者から高く評価されてきた。本プロジェクトにおいても、

灌漑事業の幅広い技術分野をカバーする多くの専門家の技術力と指導力は、エチオピア関

係者から高く評価された。当該分野におけるJICAの支援の意義は大きい。 
 
（2）有効性 

プロジェクト目標の達成見込みが高く、アウトプットとの因果関係も明確であり、有効性

は高い。 
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1）プロジェクト目標達成の見込み 

第2章２－３で記したように、「効果的かつ効率的な灌漑開発・運営のためのOWMEBの能

力が強化される」というプロジェクト目標は、プロジェクト終了までに3つの指標、すなわ

ち「作成されたガイドラインとマニュアルがOWMEB内で承認され配布される」「灌漑開発

活動がOWMEBの作成したガイドラインに基づいて実施される」「開発された研修方法と経

験がOWMEB内で認識され活用される」に到達し、達成される見込みが高い。 
2）プロジェクト目標と成果との因果関係 

プロジェクトの活動を通して「水資源管理」「調査、設計、施工管理」「灌漑スキーム管

理」の3分野でのOIDA技術者の能力強化という成果は確実に産出されてきている。これら

の3分野は、灌漑開発の主要な段階を網羅しており、これらの分野での技術者の能力強化を

意味する3つの成果の達成と、実施機関の組織としての能力強化をめざすプロジェクト目標

の達成との因果関係は強い。 
3）他のプロジェクト目標への貢献要因 

各成果の達成を通し、職員個々の能力強化に伴い、OIDAのなかには、本部内及び本部と

対象4ゾーン事務所とのコミュニケーションとチームワークの経験が蓄積され、組織として

の能力強化につながった。また、各成果の目標とは異なる側面から、ガイドライン・マニ

ュアルの作成・獲得は、OIDAの組織として情報面・品質管理面での能力強化をもたらした。 
4）外部要因の影響 

プロジェクト目標達成のための外部条件である「行政組織の重大な変更は生じない」は

満たされず、C/P機関を含む行政組織の変更は起きたが、プロジェクト目標の達成にかかわ

るほどの重大な影響とはならなかった。 
 
（3）効率性 

効率性は、以下の理由で中程度と判断された。 
 

1）プラス要因 
・例外はあるものの、ほとんどの指標が達成されて、成果が産出されてきている。 
・インタビューとアンケートのほとんどの結果が、長期専門家延べ7名と短期専門家延べ16

名の技術力と指導力を高く評価している。 
・機材が有効に活用され、成果の産出に効率的に貢献した。車両とオートバイは特に対象4

ゾーンでの活動とモニタリングに有効に機能した。ラップトップとデスクトップのパソ

コンは、関連文書と情報の作成と共有・活用に不可欠のものとして活用された。水量計

が紛失（流出か盗難か判断できず）した例はあるものの、プロジェクトの説明と調査団

のいくつかの目視確認によれば、機材は適切に維持管理されていると判断できる。 
・成果達成のための外部条件である「大部分のC/Pが継続的に活動的に勤務する」と「エチ

オピアの灌漑開発方針が大きく変更しない」は満たされてきた。 
2）マイナス要因 
・「水資源管理専門家の派遣が計画されていない」「機材調達が遅れた」「組織変更により実

施機関の責任体制が不明確な時期があった」等のさまざまな要因で、前半の活動に遅れ



 

－21－ 

がみられた。中間レビューによって同専門家の派遣が提言・実施されたこと等により遅

れは改善された。 
・テストを含む研修の質を確認するための定期的モニタリングが行われなかった。この分

野でのモニタリングが実施され、その結果が活用されていれば、研修の質がより向上し

た可能性があったと考えられる。 
 
（4）インパクト 

上位目標の達成見込みが高く、その他の正のインパクトもみられ、インパクトは高い。 
 

1）上位目標達成の見込み 
プロジェクトの経験が活用された灌漑現場の数のオロミア州内での増加という上位目標

の達成の見込みは高い。 
 

[上位目標]：オロミア州で、効果的かつ効率的に機能する灌漑計画の数が増加する 
指標：オロミア州で、プロジェクトの経験が活用された灌漑サイトの数が増加する 

 
エチオピア政府の政策に沿ってオロミア州内の灌漑開発が進行している状況において、

灌漑事業の計画、設計、建設、運営の件数が増加することは容易に予測される。OIDAは、

プロジェクトの経験が蓄積されたCBIDガイドライン/マニュアルを2014年2月までに最終化

し、その後セミナーを開催し全ゾーン事務所に配布し、灌漑事業での活用を本格化しよう

としている。また、2013年11月には、各ゾーン事務所と建設業者に対し、今後の灌漑事業

において、CBIDガイドライン/マニュアルの考えの一部を正式に採用することの事前通知文

書を発出した。州内の灌漑事業においてCBIDガイドライン/マニュアルの活用の増加は既に

現れており（表２－７、表２－８）、上位目標達成の見込みは高い。 
2）他の波及効果 
・2013年の全国規模の灌漑セクター総合評価会議で、中央政府の農業省や、他州の農業・

灌漑関連部局が、CBIDガイドライン/マニュアルに強い関心を示し、質問を寄せた。灌漑

事業において、計画、設計、建設の幅広い部分での質の低さにより、工期が遅れ、建設

費用がかさみ、質の伴わない灌漑施設ができあがっている傾向にあり、これらの状況の

改善は全国的な課題となっている。オロミア州のCBIDガイドライン/マニュアルの存在と

その活用が、農業省や他州の関係者に、灌漑事業の質向上への一方策として関心を高め

たのは、本プロジェクトがもたらしたインパクトといえる。同様に、オロミア州の灌漑

関係以外の局の建設工事関係部門からのガイドラインを活用した工事契約・施工管理に

ついての問合せも来ている。 
・対象4ゾーンでみられた水利組合の活動の進展は、インパクトとしてとらえられる。本プ

ロジェクトでは、水利組合へ活動はPDM上には明記されていないが、成果3におけるOIDA
職員の水管理分野での能力強化を進める過程で、水利組合との関係構築と支援の提供が

行われた。その結果、新規設立を含め、水利組合の「事務所を建設する」「自力で水路を

延長する」「野菜の販路を広める」等の活動進展がみられた。 
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（5）持続性 
持続性は、以下の理由により中程度と判断される。 

 
1）プラス要因 
政策面：エチオピア政府は、農業を経済発展の重要な要素ととらえており、それに貢献す

る灌漑開発促進の政策は継続される見込みが高い。水資源省策定の「水セクター

開発プログラム2001-2016」には、灌漑面積拡大の方針は政策の中心領域としてあ

り続けると記されている。 
組織面：2013年7月、OWMEBの灌漑部門・州農業局の灌漑部門・州水施設建設公社の合併

により、OIDAが設立された。これにより、資源集中、事業効率向上が期待できる。

農業局の灌漑部局との統合により、以前のOWMEBでは管轄していなかった、ゾー

ン（県）の下部のWoreda（郡）事務所が管轄となり、水利組合や農民への一貫し

た支援が可能となった。また、組織が灌漑分野のなかで完結することにより、よ

り合理的な運営や迅速な意思決定が期待できる。 
2）不安要因 
財政面：OIDAの州政府関連の予算は限られており、灌漑事業の多くを外部の資金/支援に頼

っている。小規模灌漑事業の現場に最も近い郡レベルの職員に対するガイドライ

ン普及のための研修に必要な予算の増大は、期待することが特に難しいと見込ま

れる。 
技術面：成果１の水資源管理は、エチオピアにとって経験の浅い分野であり、オロミア州

ではこの考え方をもたずに灌漑事業が実施されてきた。このため、他の成果の分

野と比べ、プロジェクトで習得した技術レベルが同等としても、その維持、発展

には水資源管理の必要性の認識の維持と技術継続の努力を要する。 
社会・：エチオピアはアフリカで最大規模の家畜頭数を誇る国であり、農村部においては、農 
文化面 業用水に加え、家畜用の水の確保も重要である。灌漑事業実施に際しては、植生

に基づいた水資源配分のみならず、畜産部門での用水量も考慮に入れる必要があ

る。また、灌漑事業を行うことにより、受益者には事業運営費用の負担が求めら

れることになる。事業実施前には河川から自由に利水している場合もあり、事業

に伴う農村住民への負担増の影響について慎重に分析することが求められる。 
 
３－２ 結論 

プロジェクト目標は、プロジェクト終了までに、達成が見込まれる。本プロジェクトは、活動

が遅れプロジェクト目標の達成もおぼつかない困難な時期も経験したが、エチオピア側C/Pと日本

人専門家の努力と協力でそれらを乗り越えてきた。 
評価5項目については、妥当性、有効性とインパクトが高く、効率性と持続性が中程度であった。

妥当性に関しては、両国政府の政策と整合性が高くアプローチも適切である。また、プロジェク

ト目標の達成の可能性が高く有効性は高い。同様に上位目標の達成も見込まれインパクトも高い。

プロジェクトが開発したガイドラインとマニュアルの普及はオロミア州の灌漑サービスの拡大と

農業生産の増大に貢献することが期待されるが、更には、建設土木工事や行政サービスの質の向

上により、公共事業サービス全体及び農民と行政との関係の改善を推進する可能性をもつもので
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ある。 
CBIDガイドライン/マニュアルの最終化及び配布、各成果1、2、3で作成される研修プログラム

に基づく「研修方法（Training Method）」の取りまとめ等、今後対応すべき事項も残されているが、

計画されたほとんどの活動は、プロジェクト終了までに実施可能である。したがって、プロジェ

クト目標の達成が見込まれることから、予定どおり2014年5月をもって協力を終了することが適当

と判断される。 
一方、増大が見込まれる灌漑事業へのニーズに対し、そのための政府予算は限られている。ま

た、灌漑技術者の研修はプロジェクトの成果を持続させるために重要であるが、そのための予算

確保は重視されてこなかった。OIDAは職員の研修を含め、灌漑事業拡大のための予算を、政府ま

たは他の財源から確保することが求められる。 
もう1つの新流域のマスタープランはプロジェクト期間中の完成が望めないが、この分野の技術

の維持と向上のためにも、プロジェクト終了後、エチオピア側によって完成されることが強く望

まれる。 
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第４章 提言と教訓 
 
４－１ 提言 

（1）協力終了までに取り組むべき活動 
プロジェクト活動の精力的な展開により多くの成果が発現していることから、予定どおり

2014年5月に協力を終了することとする。ただし、現在進行中の以下の業務については協力終

了まで継続的に取り組み完了する必要がある。 
1）CBIDガイドライン/マニュアルの作成 
・計14に及ぶCBIDガイドライン/マニュアルのすべてを2014年2月までに最終化し、2014年4

月に予定しているワークショップにおいて州及びゾーンレベルの灌漑技術者に配布する

こと。 
2）流域ごとのM/Pの策定 
・現在作成中の2流域のM/P（ランガノ湖、カレタ川）を完成すること。 
・残る1サイトにつき、協力終了までにサイト選定、データ収集を完了すること。なお、同

サイトのM/P完成は協力終了6カ月以内とする。 
3）灌漑事業の完工 
・灌漑技術者の能力強化の一環としてShaya地区にて工事を実施中。本事業につき契約どお

り2月末までに完工すること。 
・加えて、幅広いゾーン、ワレダの灌漑技術者（Experts）の能力向上を図るべく、事業サ

イトでの実地研修を行うこと。 
4）研修方法（Training Methods）の開発 
・これまで「研修方法」の指すものが不透明であったが、今回の調査を通じて「研修方法」

とは成果1から３で作成される研修プログラムを包含するものと整理した。 
・今後作成される「研修方法」は、ガイドライン/マニュアルの活用促進を念頭に体系的な

ものを取りまとめること。併せて、協力終了後エチオピア側で活用可能となるよう財政

面、技術面の双方から実効性の高いものとすること。 
5）研修及びワークショップの実施 
・今後残された研修/ワークショップを予定どおりすべて実施すること。 

 
（2）協力終了後に向けた取り組み 

協力終了後も上位目標の達成に向けてエチオピア側では継続的に以下の活動を実施してい

くことが求められる。 
1）予算面の確保 
① 政府予算確保 

・各ゾーンには予算がなく事業化に至っていない灌漑事業計画が多数ある。灌漑開発は

政府の優先分野であること、また、本プロジェクトの成果〔ガイドライン/マニュアル、

今後まとめられる研修方法（Training Methods）等〕を礎に技術能力の強化に係る活動

を継続的に実施する必要があることから、OIDAは“Agricultural Growth Program”など

を通じて灌漑開発向け予算につき必要額を確保するよう努めること。 
② 他ドナーの事業との連携 
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・現在複数のドナー（IFAD、WB、KOICAなど）が灌漑分野に対する支援を展開してい

るが、エチオピア側は予算不足により灌漑事業の多くは外部の資金/支援に頼っている

状況にある。協力終了後の技術能力向上に関する活動の継続及び発展をめざし、他ド

ナーとの連携の可能性を積極的に探ることが求められる。その際本プロジェクトで策

定したガイドライン/マニュアルの活用を図ることにより、各灌漑事業の質の向上とと

もに灌漑技術者（Experts）の一層の技術能力の向上に努めること。 
2）技術能力の継続的な向上 
① 技術研修の実施 

・今後策定される研修方法に基づき、OIDA、ゾーン、ワレダの灌漑技術者を対象に技術

能力強化に係る活動を継続的に実施していくことが望まれる。 
② CBIDガイドライン/マニュアルの利用の推進 

a）CBIDガイドライン/マニュアルの幅広い配布 
・CBIDガイドライン/マニュアルを州内の幅広い灌漑技術者に配布するとともに、ゾーン

レベルを中心にCBIDガイドライン/マニュアルの理解促進・活用に向けた研修を実施す

ることが望まれる。 
・灌漑事業の実施に際して民間（コンサルタント、コントラクターなど）が果たす役割

は非常に大きいことから、民間に対しても同様にCBIDガイドライン/マニュアルを配布

するとともに研修を実施することが望まれる。 
b）利用状況のモニタリング及びガイドライン/マニュアルの改訂 
・引き続きガイドライン/マニュアルの利用状況につきモニタリングを行い、ガイドライ

ン/マニュアルの改訂すべきポイントの蓄積を行うとともに、必要に応じ改訂を行うこ

とが望まれる。 
③ 流域ごとのM/Pの策定（残る1流域） 
・残る１流域につき、協力終了までに対象地区の選定、データ収集を行うこととなるが、

その後エチオピア側により協力終了半年以内にM/Pを策定することが望まれる。 
 
（3）エチオピア側による灌漑開発/技術能力向上に対する積極性の継続 

・本調査を通じてOIDA、ゾーン、ワレダともに灌漑事業、灌漑技術者の能力向上に対する強

い意欲が認められた。一層の技術能力の向上・拡大をめざし、今後も引き続きOIDAを中心

に、1）灌漑技術者の経験の蓄積の観点から必要予算を確保のうえ数多くの灌漑事業を行う

とともに、2）灌漑技術者に対し①技術研修/ワークショップ、②事業地訪問（Site Visits）、
③OJT等を積極的に行っていくことが望まれる。そのためにはOIDAにおいて技術能力強化

を公式にマンデートと位置づけるなど組織的に永続性の高い体制を確立することが望まれ

る。 
 
４－２ 教訓 

（1）「ガイドライン/マニュアル作成」「研修」「OJT」導入の有効性 
灌漑セクター政府職員の技術者に対する能力強化において、「ガイドライン/マニュアル作成」

「研修」「OJT」の3つを組み合わせて導入したことが有効に機能した。 
CBIDガイドライン/マニュアルの原案は、原則として日本人専門家が提案したが、OJTでの
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それらの利用を通して、C/Pの意見や考えを採用し、協議しながら、オロミア州の実態により

即したものに改善・調整してきた。この経験は、C/PのCBIDガイドライン/マニュアルへの理

解とオーナーシップを促進した。研修は、灌漑開発における必要な知識と技術を提供し、CBID
ガイドライン/マニュアルの普及の場ともなった。OJTは、研修で取得した知識と技術をより

実践的なものにし、参加者によるCBIDガイドライン/マニュアルの業務上での実際の活用を促

進した。これら3つの組み合わせは、オロミア州の灌漑技術者に効果的で実践的な研修環境を

提供し、彼らのガイドライン/マニュアルの活用に対する自信を強めた。 
 
（2）長期専門家追加派遣の迅速な決定 

当初の計画では、水資源計画分野の長期専門家の派遣は想定されておらず、その結果当該

分野の活動の進展が制限され、プロジェクト前半の進捗に遅れが目立っていた。プロジェク

ト開始1年3カ月後の中間レビューで、水資源計画分野の専門家の派遣の必要性が確認され、

その1年後に派遣が実現したことにより、活動の遅れが是正され、プロジェクト目標の達成が

見込まれることにつながった。専門家追加に関する迅速な判断と実行が、プロジェクトの有

効性と効率性を高めたといえる。 
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第５章 所  感 
 
５－１ 技術団員所感 

オロミア州における灌漑施設の計画、設計、施工の能力の現状、及び本プロジェクトを通じた

能力向上の状況等をモデルサイト視察、C/P等へのインタビュー、及び日本人専門家からの聞き取

り等を踏まえ調査したところ、その概要は以下のとおり。 
 

（1）灌漑施設の計画・設計・施工の現状 
1）伝統的な灌漑施設は、河川の自然地形を利用しながら、石（蛇籠等）や木材等を活用し

た堰き止めや、（幹線用水路であっても、）素掘（土）水路により受益地まで導水している

形態が一般的で、恒久的な構造物とはいえない。 
2）一部の地区にて、小規模なコンクリートダム（固定堰）及び石積水路（表面はコンクリ

ートで保護）等の近代的な灌漑施設も適用されているが、施設レベルとしては低水準。 
3）各灌漑地区とも、流域水収支を考慮に入れた計画ではなく、計画根拠のない場当たり的

な灌漑計画となっている現状。 
4）また、施設面でも設計根拠の乏しい状況にて設計されているとともに、施工時における

品質管理・施工管理等の概念はなく、施設の完成レベルは極めて低水準。 
 

（2）プロジェクトの取り組み 
1）流域水収支解析の導入による、灌漑地区における適正な取水可能量及び必要取水量の策

定等につき指導しているところ。また、その解析方法は、将来の持続性を考慮し、わが国

のような緻密な解析方法によるものではなく、比較的容易な解析手法を適用。 
2）施設の設計・施工にあたっても、適切な設計条件に基づく設計検討、並びに施工におけ

る品質管理や施工管理の導入をめざし研修やOJTを通じ積極的に指導。例えば、深さ等の確

認なしに施工される掘削作業に代表される、いい加減な施工から脱却すべく、短期専門家

等により、丁張り等や写真管理等の施工管理の具体的手法を技術移転中。 
 

（3）今後の展開方向 
1）現場調査の結果、設計・施工管理等の灌漑技術が低水準であることはもとより、施工業

者の能力も低水準であり、将来的にはこの改善も必要不可欠（コンクリート打設における

型枠組み立てや締め固め技術能力が、極めて乏しい印象）。 
2）本プロジェクトによるガイドライン等の基準整備や研修による灌漑技術者の能力向上を

通じ、将来的には灌漑技術者の指導を踏まえた施工業者の能力向上も期待される。 
 
５－２ 団長所感 

（1）他ドナーとの連携によるCBIDの成果の活用及び灌漑技術能力向上の推進 
日本人専門家を含むプロジェクト関係者による精力的な活動の結果、数多くの成果物（CBID

ガイドライン・マニュアル、研修テキスト等）が作成されている。今後これら成果物を含め

成果（1～3）ごとに研修プログラムが策定された後、体系的な“Training Methods”として取

りまとめられることとなる。 
上記成果物は技術的にも非常に有効性が高いことから、協力終了後OIDAを通じて技術能力
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強化に向けて継続的に活用していくことが強く求められる。そのためには、OIDA側が必要予

算を十分に確保することが求められることから、本調査を通じて強く申し入れを行った。 
しかし、先方の厳しい財政事情もあり必要予算の確保につき確約できる状況にはないこと

から、他ドナーによる灌漑事業との連携の可能性を探ることとした。今回の調査時には①IFAD、

②KOICA、③GIZと協議を行った。主要な点は以下のとおり。 
1）IFAD 
・ IFADでは“Participatory Small Scale Irrigation Project”を2015年まで実施中。対象はオロミ

ア州を含む4州。約70地区で小規模灌漑開発にコミュニティ組織強化、営農を組み合わせ

た事業を実施中。2014年3月にレビュー調査団を派遣予定。その際CBIDと意見交換を行う

ことを確認。 
・ 2016年より新たなプロジェクトを実施予定。2014年末より協力計画策定に着手予定。オ

ロミア州を含む4州が対象となる見込み。 
・ 新規プロジェクトでは、灌漑技術の能力強化も支援対象の1つと想定。ただし、既に十分

協力が行われている分野は支援対象とせず連携や成果の活用を図る考え（CBIDの成果が

そのまま活用される可能性あり）。 
・ （宇野チーフアドバイザーよりCBIDガイドライン・マニュアル一式を渡したところ）同

ガイドライン・マニュアルを高く評価。最終化が完了した段階で改めて共有することを

約束。 
2）KOICA 
・ 2014年第1四半期頃よりオロミア州ドドタ地区で灌漑開発・農村開発プロジェクトを開始

予定（2016年まで）。協力金額はUS$15.9m。エチオピア側実施機関はCBIDと同様にOIDA。 
・ フェーズ1は灌漑事業でダム、水路（幹線、一次、二次、末端）の建設からなる。フェー

ズ2は農村開発で「セマウル運動」のアプローチを用いる。 
・ 灌漑事業の実施段階は韓国のContractorの活用を考えている様子（未決定）。ただし、事業

実施に際してOIDAの灌漑技術者がかかわることから、CBIDの成果の活用は十分に可能と

思料。 
・ KOICAは2010～2011年にオロミア州Arsi Zone（CBIDの対象Zone）でセマウル運動のアプ

ローチを導入した農村開発に係る協力を実施。双方の連携の第一歩として2013年12月9日
（月）の週の後半に双方のサイトを訪問することを確認。 

3）GIZ 
・ 持続可能な土地管理（Sustainable Land Management）に係るプロジェクトを実施。フェー

ズ1が完了し、間もなくフェーズ2が開始予定。5つあるコンポーネントのうち1つが灌漑

を含むインフラ。フェーズ2では灌漑向けの予算を増額する予定。 
・ 25郡（Woreda）が対象。灌漑関連では、既存灌漑スキームのリハビリ、新規灌漑施設の

建設、水利組合の強化等を実施。加えて営農関連の活動を組み合わせている。ただし、

灌漑に取り組むかどうかは各コミュニティの判断次第。 
・ GIZの支援は基本的には技術支援が中心。 

 
上記のとおり、特にIFAD及びKOICAに関しては高い連携の可能性が認められたことから、今後も継

続的に協議を行い、灌漑技術者の能力強化に向けた連携の具体化を図ってくことが求められる。 
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